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1 はじめに

情報処理技術の発達により電子的に参照可能な文書

の数は爆発的に増加した．このような状況は法的文書

においても例外ではない．裁判官，検事，弁護士等，法

律の運用に携わる人々は，日々，過去の関連事件の調

査に膨大な時間を費やしている．特に，裁判の記録と

して最も重要な判決書は事件によっては数十ページを

超える長さに及ぶことも多く，内包される文も日常的

に用いられる文よりも長く複雑であり，専門家であっ

ても分析に時間を要する．また，裁判員裁判の導入を

端緒とする司法の民主化の流れにも関わらず，裁判所

により公的に提供される裁判例検索システム 1は利便

性が低く，検索の手がかりとなる要旨も一部文書に付

与されているに留まり，利用者が過去の判決書に容易

にアクセスできるとは言いがたい．

我々は，日本国の判決書に対する情報アクセスの容

易化・効率化を目指し，検索の手掛かりとなる判決の

要約を機械的に生成することを目指している．判決書

にはその判決結果に至るまでの詳細な議論が記録され

ており，その議論・論理構造には一定の共通性がある．

これは，執筆を担当する者が高度に教育された裁判官

であることや，裁判の流れ・裁判制度の構造に起因す

る記述内容の規則性2によるものである．このような

判決書に内包される共通の議論構造を適切に利用でき

れば，極めて高い品質の自動要約を実現することが可

能となる．本研究では，判決書に内包される議論構造

情報を要約に応用することを目指し，判決書からの議

論構造抽出を目的とする．

2 関連研究

近年，文書中の議論的テキストを抽出・分類するこ

とを試みる，議論マイニングと呼ばれる研究が盛んで

1http://www.courts.go.jp/
2判決書を起案する際の指針となる手引き書も存在する [11]．

ある．Mochalesら [4]は European Court of Human

Rights (ECHR) の文書および Araucaria corpusを用

いて法的テキスト中からの議論的テキストの検出を

行っている．また，Stabら [6]はインターネット上の

フォーラムから抽出したエッセイに対して議論的テキ

ストについてのアノテーション (Claim, Premise等)

を行い，その抽出・分類を行っている．

法律テキスト要約の研究では，科学研究論文の要約

のための手法して提案された修辞役割分類分析 [7]を

元に法的文書向けに改良して抽出型要約を行う研究が

存在する．Hacheyら [3]は英国の判例法システム下に

おける判決書を対象として，文書中の各文に対する修

辞役割分類を機械学習を用いて行い，各文が判決書中

で果たす修辞役割 (例：結論，法律の引用等)を弁別し

た上で要約生成を行った．また，修辞役割と同様のア

プローチを利用して Farzindarら [2]らがカナダの司

法制度下における要約生成， Saravananら [5]がイン

ド司法制度下における要約生成の研究を行っている．

本研究と同様に，日本語かつ日本国の法制度下にお

ける判決書に対する要約を行っている研究も存在する．

阪野ら [13]は，重要文を他の文と弁別するというアプ

ローチをとり，抽出型要約として取り組んでいる．以

上の先行研究はいずれも，文書中に包含される議論構

造については考慮していない．

3 議論構造注釈つき判決書コーパス

判決書には一定の共通した議論構造が存在し，これ

を機械的に抽出することができれば自動要約の品質向

上に資する情報を得ることができる．そこで，判決書

の議論構造を分析し，日本国判決書に含まれる議論構

造情報を定義したアノテーション枠組みを提案した．

この枠組みは 4種のアノテーションから成る [8]．
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図 1: アノテーションの例

表 1: 日本国判決書のための修辞役割 [8]

ラベル 説明

FACT 証拠や証言，状況やイベントを明示して法
廷の場に明示的に事実として提示している
部分．

FRAMING-main CONCLUSION を導くための立論を構成
する部分であって，CONCLUSION を直
接支える事実認定や主張を行っている部分．

FRAMING-sub CONCLUSION を導くための立論を構成
する部分であって，FRAMING-main を
支持する間接事実の認定を行う等，その根
拠や理由を示している部分．

CONCLUSION 主要事実の認定など，争点の対象となって
いるトピックについての結論，または裁判
全体の結論を述べている部分．

IDENTIFYING 議論対象となる話題・問題を特定している
部分．

BACKGROUND 過去の裁判例や法条を直接引用または参照
して，適用している部分．

OTHER 上記のいずれにも適合しなかった部分．

1. 修辞役割分類

判決書からの基本的な議論構造を表現するにあ

たって，先行研究 [3, 5]に従って修辞役割分析手

法を元に表 1に示す修辞役割を設計した．文書中

の各文に対して最も適切なラベルを一つ割り当て

る3．

2. 争点特定

判決書における議論の中心的話題を示す「争点」

3アノテーション時には，実際には文毎ではなく，句読点を区切
りとする単位として修辞構造の特定を行った．その後の分析で単一
文内で複数の異なるラベルが付与される割合が 3%以下であったこ
と，また，文単位/句読点による単位の双方について分類精度の違
いを検討する予備実験を行った結果，文単位による分類器がより高
性能であったことから，本稿では文単位でのラベル付与問題として
定義している．

ラベル 文数

FACT 4,572

FRAMING-main 3,882

FRAMING-sub 2,339

CONCLUSION 761

IDENTIFYING 451

Issue Topic 127

BACKGROUND 91

OTHER 10,506

表 2: 各カテゴリーの分布

が記述されている文を特定する．

3. 争点関連付け

特定した「争点」と関連する文書中の各文を Issue

Topicリンクによって関連付ける．

4. FRAMINGリンク

修辞役割分類でFRAMING-mainとFRAMING-

subまたはBACKGROUNDとして特定されたも

の同士の関係を FRAMINGリンクによって関連

付ける，議論上の支持関係を表現する．

以上 4つのアノテーションにより，判決書の争点を

軸とする議論構造を図 1に示すように階層的に表現す

ることができる．

本稿では，このアノテーションスキームを用いて作

成した日本国判決書に対する議論構造注釈付きコーパ

スを議論構造自動抽出実験のための学習データとして

用いる．本コーパスの対象文書は，裁判所Webペー

ジからダウンロード可能な，下級審裁判所により起案

された民事事件裁判例とした．実際にアノテーション

された文書は，平成 15年 4月 15日～平成 28年 12月

31日の間に公開された裁判例のうち，人手による判

決要旨が付与されたものを利用した 4．　コーパスは

49文書，22,729文から構成される．アノテーションに

よって付与された各修辞役割の出現数を表 2に示す5．

4 要約デザイン

前節で述べた 4種のアノテーションにより表現され

る構造情報を利用することで，元文書そのままの議論

構造を保持しながら判決の最重要部分とそれに至る議

論の要所を包含できる要約デザインを提案した [9]．
4コーパス中には，２人の異なる作業者によって注釈付けされた

8 文書が含まれる．
5表 2では，便宜上，争点特定で付与される Issue Topicタグも

同一表中で集計している．なお，Issue Topic タグと修辞役割タグ
は排他である．

― 786 ― Copyright(C) 2018 The Association for Natural Language Processing.
All Rights Reserved.



Type A: 結論部分と重要な議論的テキストからの

みなる一般的な重要文抽出型の要約である．修辞役割

分類の結果，CONCLUSIONと FRAMING-mainを

ラベル付けされた文を重要文とみなし，抽出すること

によって生成できる．

Type B1: 争点特定, 争点関連付け（Issue Topicリ

ンク）によって表現される議論構造を利用することで，

要約中の各文がどの争点について述べているものなの

かを関連付ける．これにより，判決書中に複数の争点

が混在しているケースでも，各争点ごとに構造化され

た要約が生成できる．

Type B2: Type B1を拡張し，特定の争点に焦点を

当てた要約である．最も重要な争点について結論だけ

に留まらず，それを支える議論テキストや判例引用，

あるいは事実なども含めて，より粒度の細かい情報を

提供する．このため，FRAMINGリンクによって表

現されるより深い階層の議論構造を利用することが必

要となる．

5 修辞役割分類の自動化

本稿では 4種のアノテーションのうち，修辞役割分

類 6の自動化を試みる．先行研究 [3, 5]に対応する素

性を基本として，日本語を考慮した素性を加えた SVM

を用いて多クラス分類として定式化する．言語及び法

制度が異なる先行研究が用いた素性が日本国判決書に

おける修辞役割分類に対しても有効なのか，また，機

能語表現やモダリティ等の素性が有効なのかを調べ，

修辞役割分類の自動化に向けた実験を行う．

5.1 実験設定

実験データとして 3節で示した 49文書からなるコー

パスを使用し，5分割交差検定を行う．SVMはChang

ら [1]の実装を用いた．また，素性としては，形態素

bigram，文長，文の文書中での位置，モダリティ表現，

機能表現，手掛かり句，法律の名称を用いた．

このうち，モダリティ表現については，益岡ら [10]

の分類に準拠し，主に判断のモダリティ，評価のモダ

リティとして出現する表現を中心として使用した．ま

6表 1に示される修辞役割に加えて，Issue Topic も分類対象と
する．本来は Issue Topicラベルは争点特定という別のタスクに属
するものであるが，文に対するラベル付与という点が共通するため，
修辞役割分類で同時に抽出することを試みる．

た，機能表現は松吉ら [12]の作成した日本語機能表現

辞書「つつじ」を使用した．

本実験では，基本的な素性（形態素 bigram，文長，

文の文書中での位置）のみを使用したベースラインモ

デルと，先述の全ての素性を利用した提案手法モデル

の 2種類のモデルを利用した．いずれのモデルにおい

ても線形カーネルを用いた．

5.2 実験結果

モデル毎の F値では，ベースラインモデルが 0.47，

提案手法モデルが 0.48となった．この 2モデル間で有

意水準を 0.01としたマクネマー検定を行ったところ，

統計的優位差があることを確認できた．しかし，ラベ

ル毎（表 3）では，ベースラインモデルを上回る F値

で統計的有意差が確認できたのは OTHERを除けば

FRAMING-subのみに留まる．　他のラベルに関して

は，提案手法ではモダリティ表現や手掛かり句等の素

性を導入しているにも関わらず，形態素 bigramを中

心とするベースラインモデルとの間に修辞役割分類性

能の差がなかったといえる．　これは，提案手法で新

たに追加された素性によって表現される情報は，基本

的には特定の表現をトリガーとする字句ベースのもの

となっており，既に形態素 bigramによる素性によっ

て十分表現できていたことに起因すると考えられる．

また，モデルに関わらず FACT の識別性能は非

常に高い一方で，要約時に重要な要素となる CON-

CLUSION は F 値で 0.25，再現率でも 0.31 と低

い値に留まっている．　また，混同行列（表 4）に

よれば FRAMING-sub と FRAMING-main, CON-

CLUSIONとFRAMING-mainの間での誤分類が多発

している．元来，CONCLUSION, FRAMING-main,

FRAMING-subは議論的テキストとして，文書内の位

置的にも表層的な表現としても共通する部分が多く，

本実験で使用したような表層表現を単純に使用する素

性のみでは十分な分類性能に到達することが難しいと

考えられる． また，Issue Topicカテゴリは他のカテ

ゴリと比較して分類性能が極端に低い．本来，Issue

Topic自体は修辞役割分類とは別の基準によるラベル

設定であり，その抽出のためには本実験で使用した素

性群とは異なる素性を利用するなど，別のアプローチ

が必要であると考えられる．

7マクネマー検定を 0.01 の有意水準で行い，提案手法とベース
ラインモデルの間に統計的有意差が確認できたラベルに対して「*」
を付与して表す．
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表 3: ラベル別実験結果

ラベル7 精度 再現率 F値
ベースライン 提案手法 ベースライン 提案手法 ベースライン 提案手法

FACT (FCT) 0.70 0.70 0.83 0.86 0.76 0.77

FRAMING-main (FRm) 0.57 0.57 0.65 0.63 0.61 0.60

FRAMING-sub* (FRs) 0.47 0.45 0.22 0.27 0.30 0.34

CONCLUSION (CCL) 0.51 0.48 0.16 0.17 0.24 0.26

IDENTIFYING* (IDT) 0.88 0.86 0.65 0.61 0.74 0.71

Issue Topic (IST) 1.00 1.00 0.01 0.02 0.02 0.03

BACKGROUND (BGD) 0.31 0.31 0.09 0.09 0.14 0.14

OTHER* (OTR) 0.92 0.96 0.98 0.98 0.95 0.97

macro avg.* 0.67 0.67 0.45 0.45 0.47 0.48

表 4: 修辞役割自動分類結果の混同行列 (提案手法)
Prediction

BGD CCL FCT FRm FRs IDT IST OTR Total

BGD 8 1 21 37 23 0 0 1 91

CCL 1 133 67 477 25 2 0 56 761

FCT 2 22 3954 259 190 11 0 134 4572

FRm 8 64 747 2446 518 15 0 84 3882

FRs 7 6 679 947 638 13 0 49 2339

IDT 0 3 86 48 26 273 0 15 451

IST 0 0 13 6 2 2 2 102 127

OTR 0 47 96 41 7 1 0 10314 10506

A
n
sw

er

Total 26 276 5663 4261 1429 317 2 10755 22729

6 おわりに

本稿では判決書に対する議論マイニングのうち，修

辞役割自動分類の実験を行った．今回使用した素性及び

分類器は比較的単純なものを使用していたため，特に

CONCLUSION，FRAMING-main，FRAMING-sub

の議論的テキスト内の分類性能は低いものとなった．

しかし，議論的テキストと非議論的テキスト (FACT,

IDENTIFYING，OTHER等)間では比較的高いF値

を達成しており，議論的テキストの弁別自体には基本

的な素性のみでも最低限の分類が行えるという知見が

得られた．今後は，議論的テキスト内の分類性能を高

めるため，周辺文脈の情報や各文の段落内での位置等

のレイアウト情報を素性として導入することなどを検

討している．

また，修辞役割分類と同時抽出ができなかった争点

特定に加え，争点関連付け及び FRAMINGリンク付

与についても併せて自動化を行う．
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